
○
環
境
省
令
第
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染

土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
十
号
中
「
第
一
条
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
二
号

及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
」
を
「
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
物
質
及
び
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
十
六
号
ロ
「
令
第
一
条
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
二
号
及
び

第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
並
び
に
」
を
「
令
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
及
び
」
に
改
め

る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
準
備
行
為
）

２

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定

の
例
に
よ
る
。


